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1. はじめに 

 

中山間地域における耕作放棄地の増加 

 

 
平成12年度より「中山間地域等直接支払制度」の開
始、平成27年度より法制化 

   

 
※耕作放棄地とは 

「以前耕地であったもので、過去１年以上作物を栽培せず、しかも、この数年の間に再び耕作す
るはっきりした考えのない土地」(農林水産省） 
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中山間地域と耕作放棄地 

（出典）  
1985年、1995年、2005年「農林業センサス」 1990年、2000年、2010年「世界農林業センサス」、農林水産省（2014c）、農林水産省（2013）より作成した。 

図1 地域類型別耕作放棄地面積と耕作放棄地率 

 中山間地域における耕作放棄地の増加傾向 
 地形の傾斜、狭小な耕地面積、基盤整備の遅れ等が理由 
 中山間地域等直接支払制度の実施 4 
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中山間地域等直接支払制度とは 
 対象農地において、５年以上農業を続けることを約束した農業者な
どに対して補助金を交付する制度。 

 耕作放棄地の発生防止などが目的。 

 集落が参加・不参加を判断する、手上げ方式。 

 期間中に耕作放棄地が発生すると、補助金を全額返還する義務。 

 単価は平地との生産費差の8割を基準。 

 

 

（出典）農林水産省（2014b）より転載した。 

表1 直接支払制度の10a当たり補助金単価 
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地目 傾斜度 基礎単価 
通常単価 

（体制整備単価） 

田 
1/20以上 16,800円 21,000円 

1/100以上1/20未満 6,400円 8,000円 

畑 
15度以上 9,200円 11,500円 

8度以上15度未満 2,800円 3,500円 

草地 

15度以上 8,400円 10,500円 

8度以上15度未満 2,400円 3,000円 

草地比率の高い草地 1,200円 1,500円 

採草放牧地 
15度以上 800円 1,000円 

8度以上15度未満 240円 300円 

1. はじめに 



具体的取組内容 

 

 

 

 

 

 

   制度取組農地          農道の整備 
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1. はじめに 

Photo by Junichi.I 



 

研究の目的 

「中山間地域等直接支払制度」の政策効果を
数量的に明らかにすること 

 

セレクション・バイアスの除去 

 

独自収集データによる既存研究の改良 
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2. 研究の目的と課題 



（出典）各市提供資料、2010年世界農林業センサス・農業集落カードより作成した。 8 
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ため、 
セレクション・バイアスの除去
が必要 
  
 

図2 中丹地域における制度の参加有無と 
耕作放棄地率の推移 

 

セレクション・バイアスの除去 

2. 研究の目的と課題 



 制度の参加要因について 

須田（2002）、横内・大江・栗原（2003） 
農業の収益性、若い担い手の存在が制度の参加要因 

耕作放棄地が予想される地域では制度が実施されない 

参加集落と不参加集落の属性は異なる 

 

  耕作放棄地発生防止効果について 

農林水産省（2014） 
 3.7万haの耕作放棄地の発生を防止 

制度の参加要因について考慮されていない 

高山・中谷（2011）、高山（2014） 
制度の参加要因について考慮 

データの作成が杜撰 
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先行研究 

2. 研究の目的と課題 



課題①  

  参加・不参加に影響を及ぼす要因の解明 

  

課題②  

  耕作放棄地発生防止効果の解明 

  

セレクション・バイアスの除去、独自収集データにより

既存の研究に改良を加える  

10 

2. 研究の目的と課題 
 

研究の課題 



3. 分析方法 
 

分析対象地 
 京都府中丹地域 
（綾部市、福知山市、舞鶴市） 

 耕作放棄地率は京都府内で最高 

 85％以上が中山間地域 

 

 

分析データ 
 農業集落カード 

 独自収集データ 
（制度への参加状況） 

 

（出典）Kenmapを用いて作成した。 

 

図3 京都府中丹地域の位置 
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課題① 参加・不参加に影響を及ぼす要因の解明 

方法：プロビット分析による推計 
 計測範囲：京都府中丹地域の制度対象集落 

 対象年：平成17年 

 変数とその定義 
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被説明変数 定義 

参加集落ダミー 参加集落であれば1、不参加集落であれば0 

説明変数 定義 

DIDまでの所要時間30分未満ダミー DIDまでの所要時間が30分未満であれば1、そうでなければ0 

田平坦地ダミー 平坦地（団地の傾斜が１／100未満）であれば1、そうでなければ0 

田急傾斜地ダミー 急傾斜地（団地の傾斜が１／20以上）であれば1、そうでなければ0 

水田率（％） (田の経営耕地面積/経営耕地面積)×100 

総農家戸数（戸） (販売農家の65歳以上農業専従者数/販売農家の農業従事者数)×100 

兼業農家割合（％） (第一種兼業農家＋第二種兼業農家)/総農家数×100 

経営耕地面積が0.5ha未満の販売農家割合（％） 経営耕地面積が0.5ha未満の農業経営体数/農業経営体数×100 

農業従事者あたり機械所有台数(台／人) (動力田植え機所有台数＋トラクター所有台数＋コンバイン所有台数)/農業従事者数 

農業従事者割合（％） (販売農家の農業従事者数/販売農家の就業状態別世帯員数)×100 

男子農業就業人口割合（％） (販売農家の農業就業人口の男/販売農家の就業状態別世帯員数の男)×100 

65歳以上の農業就業人口割合（％） (販売農家の65歳以上農業就業人口/販売農家の農業就業人口)×100 

農業従事者に占める基幹的農業従事者割合（％） (販売農家の基幹的農業従事者数/販売農家の農業従事者数)×100 

借入耕地率（％） (販売農家の借入耕地面積/販売農家の経営耕地面積)×100 

貸付耕地率（％） (販売農家の貸付耕地面積/販売農家の所有耕地面積)×100 

農用地全体の経営耕地面積の増減率（％） 過去5年間の経営耕地面積の増減率 

農家数の増減率（％） 過去5年間の販売農家数の増減率 

農家人口増減率（％） 過去5年間の販売農家における農家人口の増減率 
 

（注）所有耕地面積＝経営耕地面積＋貸付耕地面積-借入耕地面積。 
   緩傾斜、急傾斜ダミーは農業集落内の耕地の大半が立地している団地としての地形上の傾斜の程度を指し、すべての農地がこの分類に当てはまるわけではない。 
（出典）農林統計協会 「2010年農業集落カード利用ガイド」より作成した。 
 



方法：傾向スコア法による処理効果の推計、検定 
 

1. プロビット分析の結果から傾向スコアを算出する 
  ※傾向スコア：制度参加の確率 

 

2. 傾向スコアを用いて、参加・不参加をランダムに決定する状況を作
り、 
セレクション・バイアスを除去する 
 

3. 参加集落と不参加集落の成果変数の差（処理効果）を算出 
 成果変数 
  平成22年の耕作放棄地率 
  平成17年と22年の耕作放棄地率の差分 
 

4. 有意差があるか検定する 
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課題② 耕作放棄地発生防止効果の推計 



 傾斜が急な集落が制度に参加 
 高齢化が進み、労働力が脆弱な集落は制度に不参加 
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結果① 参加・不参加に影響を及ぼす要因 

4. 分析結果 

  平均限界効果   z-値 

DIDまでの所要時間30分未満ダミー 0.051 0.90 

田平坦地ダミー -0.260 *** -4.21 

田急傾斜地ダミー 0.107 ** 2.03 

水田率（％） 0.003 1.33 

総農家戸数（戸） 0.016 ** 1.99 

総農家戸数2 0.000 -1.19 

兼業農家割合（％） 0.001 0.35 

経営耕地面積が0.5ha未満の販売農家割合（％） -0.002 * -1.75 

農業従事者あたり機械所有台数(台／人) -0.121 -1.31 

農業従事者割合（％） -0.004 -1.23 

男子農業就業人口割合（％） -0.003 -1.32 

65歳以上の農業就業人口割合（％） -0.005 *** -2.59 

農業従事者に占める基幹的農業従事者割合（％） 0.003 1.10 

借入耕地率（％） 0.000 0.20 

貸付耕地率（％） 0.009 ** 1.98 

農用地全体の経営耕地面積の増減率（％） -0.001 -0.49 

農家数の増減率（％） 0.003 1.03 

農家人口増減率（％） -0.003   -1.51 

標本数 238 

（注）*、**、***はそれぞれ10％、5％、1％水準で有意であることを意味する。 



結果② 耕作放棄地発生防止効果の推計 

 耕作放棄地発生防止効果は明らかではない 
 計測期間が短い可能性 
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  単純比較 マッチング後 

  参加集落 不参加集落 差 t-値   処理効果 z-値   

平成22年における 
耕作放棄地率（％） 

7.74 14.37 -6.63 -5.54 *** -6.38 -3.27 *** 

    

標本数 195(82) 40   

    

平成17年と平成22年の 
耕作放棄地率の差分（％） 

0.70 3.42 -2.73 -2.03 ** -2.44 -1.02 

    

標本数 195(82) 40   

                  

（注）*、**、***はそれぞれ10％、5％、1％水準で有意であることを意味する。 
   また、括弧内はCSにより除外されたオブザベーションを意味する。 

4. 分析結果 



5. 結論と残された課題 
 

結論 
 

課題① 参加・不参加に影響を及ぼす要因 

 傾斜が急な集落が制度に参加 

 高齢化が進み、労働力が脆弱な集落は制度に不参加 

 

課題② 耕作放棄地発生防止効果の推計 

  耕作放棄地発生防止効果は明らかではない 

  計測期間が短い可能性 
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残された課題 
 

 ①計測期間 

本研究では、サンプル数の制約から第一期からの
直近までの政策の効果を検証できなかった。 

 

 ②地域性 

本研究の結果は京都府中丹地域での分析結果で
あり、全国的な動向とは異なる可能性がある。 
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 参加集落と不参加集落では属性が異なる 
 傾向スコア法が適当 

      

  参加集落 不参加集落 差の 

  N  平均  標準偏差 N  平均  標準偏差 t検定量 

DIDまでの所要時間30分未満ダミー 198 0.74 0.44 42 0.71 0.46 -0.31 

田平坦地ダミー 198 0.26 0.44 42 0.67 0.48 5.41 

田急傾斜地ダミー 198 0.30 0.46 42 0.10 0.30 -2.74 

水田率（％） 198 88.19 10.75 42 85.68 12.68 -1.33 

総農家戸数（戸） 198 16.78 9.18 42 11.52 6.82 -3.51 

兼業農家割合（％） 198 73.15 14.4 42 68.38 17.39 -1.87 

経営耕地面積が0.5ha未満の販売農家割合（％） 198 42.00 20.51 42 50.82 22.97 2.48 

農業従事者あたり機械所有台数(台／人) 198 0.88 0.23 42 0.92 0.27 0.94 

農業従事者割合（％） 198 78.59 8.56 42 81.96 8.51 2.32 

男子農業就業人口割合（％） 198 44.48 13.02 42 51.26 15.62 2.96 

65歳以上の農業就業人口割合（％） 198 74.98 12.16 42 80.53 14.36 2.60 

農業従事者に占める基幹的農業従事者割合（％） 198 39.65 11.18 42 42.08 13.55 1.22 

借入耕地率（％） 198 26.17 14.84 42 25.57 17.15 -0.23 

貸付耕地率（％） 198 6.18 6.1 42 5.56 4.16 -0.63 

農用地全体の経営耕地面積の増減率（％） 196 -11.76 17.97 42 -18.86 22.74 -2.21 

農家数の増減率（％） 196 -12.57 16.5 42 -17.22 21.12 -1.57 

農家人口増減率（％） 196 -17.02 18.94 42 -21.62 24.09 -1.36 

付表 



ご清聴ありがとうございました。 
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制度参加農地 

不参加の農地 

不参加農地 

耕作放棄地 

拡大 

縮小 

参加時 数年後 

• 参加集落 

 

 

 

 

 

• 不参加集落 

耕作放棄地 

拡大 

縮小 


